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ハ
ン
セ
ン
病
問
題
の
解
決
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

新
旧
対
照
表 

○ 
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
の
解
決
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
十
二
号
） 
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

（
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
退
所
者
給
与
金
等
の
支
給
） 

 第
十
五
条 

（
略
） 

２ 

国
は
、
特
定
配
偶
者
等
（
前
項
の
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
退
所
者
給
与
金
の

支
給
を
受
け
て
い
た
退
所
者
の
死
亡
の
当
時
生
計
を
共
に
し
て
い
た
配
偶
者

（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ

る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
一
親
等
の
尊
属
の
う
ち
、
当
該
退
所
者
に

扶
養
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
あ
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
で
あ

っ
て
、
現
に
日
本
国
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
（
当
該
死
亡
後
に
婚
姻
（
婚

姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
場

合
を
含
む
。
）
を
し
た
者
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）
に
対
し
、
そ
の
者
の
生
活
の

安
定
等
を
図
る
た
め
、
特
定
配
偶
者
等
支
援
金
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
特
定
配
偶
者
等
支
援
金
の
支
給
を
受
け
る
べ
き
者
が

配
偶
者
及
び
一
親
等
の
尊
属
で
あ
る
と
き
は
、
配
偶
者
に
支
給
す
る
も
の
と

す
る
。 

３ 

（
略
） 

４ 

前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
退
所
者

給
与
金
及
び
第
二
項
の
特
定
配
偶
者
等
支
援
金
並
び
に
前
項
の
ハ
ン
セ
ン
病

（
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
退
所
者
給
与
金
及
び
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
非
入
所
者

給
与
金
の
支
給
） 

第
十
五
条 

（
略
） 

（
新
設
） 

           

２ 

（
略
） 

３ 

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
退
所
者

給
与
金
及
び
前
項
の
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
非
入
所
者
給
与
金
（
以
下
「
給
与



  

二

療
養
所
非
入
所
者
給
与
金
（
以
下
「
給
与
金
等
」
と
い
う
。
）
の
支
給
に
関
し

必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。 

５ 

租
税
そ
の
他
の
公
課
は
、
給
与
金
等
を
標
準
と
し
て
、
課
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。 

 

金
」
と
い
う
。
）
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。 

 

４ 

租
税
そ
の
他
の
公
課
は
、
給
与
金
を
標
準
と
し
て
、
課
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。 

 
 

 


